
「法教育｣と聞いて何を想像されるでしょうか？難しそうな法律の勉強？条文を教える教育？いえいえ「法教育｣ とは、

法律専門家ではない一般の人々が法や司法制度、これらの基礎になる価値を理解し、法的なものの考え方を身に付

けるための教育(※)です。平成２０年に全面改訂された新学習指導要領においても、「国民の司法参加」や「裁判

員裁判」等、法に関する教育の更なる充実が図られています。

この法教育については、「国民一人一人が法や司法を身近なものと感じ、司法に能動的に参加していく気持ち」の大

切さを学ぶことにあり、特に、次世代を担う子供たちに法やルールの必要性等を理解させるほか、学習指導要領に定め

られた「生きる力」の育成を理念とする教育改革の流れにも配慮した上、法務省においては、この流れを受けて様々な

法教育に関する取組を推進しているところです。

検察庁におきましても、法務省の施策推進の一環として、特に、刑事司法の分野における検察庁や検察官の役割、

また、司法や裁判の役割に関して、「ふれあい広報」による広報活動を実施しており、学校等からの依頼に応じ、次のと

おり、福井地方検察庁において開催する「移動教室」を始め、職員を派遣しての「出前教室」により、法教育を行って

おります。

社会や道徳の授業、社会見学、職場体験学習、クラブ活動や児童クラブの他、先生方を対象とした研修や地域活

動の一環として、県内各地で広報活動を行いますので、検察庁の「ふれあい広報」を是非ご活用くださ い。

※…「我が国における法教育の普及・発展を目指して(平成16年11月4日 法教育研究会)」より
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福井地方検察庁

こんなことをやっています

◆移動教室(職場体験、社会見学)
検察庁を見学してもらい、検察庁の仕事の説明等を行います。
ご要望に合わせた内容と所要時間で実施できます。

◆内容
① 検察庁の業務説明（検察官、検察事務官の職務内容等）
② 検察庁の施設見学
③ 模擬取調べ

◆参加可能人数
①②…５～３０名程度
③…数名(主に職場体験等、少人数を対象に実施)

◆開催時期 随時(平日午前９時から午後５時まで)
◆開催場所 福井地方検察庁(福井市春山1-1-54)
◇ その他、隣接する裁判所の法廷見学や、刑事裁判傍聴を組み込むことも可能です。

刑事裁判傍聴の場合は、傍聴に先立って捜査から起訴までの刑事裁判手続や傍聴する事件の概要について
説明しますので、刑事手続全般の流れを理解することができます。

◆出前教室
検察官、検察事務官が学校等に伺い、検察庁の仕事等について説明します。

◆内容
・検察庁の仕事
・検察官の仕事

◆開催時期 随時(平日午前９時から午後５時まで)
◆開催場所 教室、体育館、公民館等 高校での出前教室

◆資料提供

法教育ﾏｽｺｯﾄｷｬﾗｸﾀｰ最優秀賞受賞の「ホウリス君」。
名前の由来はﾎｳﾘﾂとﾘｽを合わせてﾎｳﾘｽ君。
学校でいろいろないざこざがあると、どこからともなく現れて、
問題を一緒に考え
てくれます。こどもたちにもっと「法教育」に親しんでもらえ
るよう、ﾎｳﾘｽ君は今日も 頑張っています。

このほか、授業で活用してもらえる資料の提供も行っています。



これまでに実施した教室の一例をご紹介します。

◆小学生
◆検察官に質問＆検察庁見学

夏休みに保護者と小学生を招待し、検察庁の仕事について説明しました。
・法とルールについての話、検察庁の仕事についての説明
・検察庁の施設見学
・検察官に質問(検事の仕事や体験) 小学生の検察庁見学

参加人数に制約はありますが、検察庁見学の後は中央公園でお弁当といった社会見学コースはいかがでしょうか？
小学生に法律はまだ難しい…とお考えかもしれませんが、法務省では、ルールや約束等を題材にした小学生向けの教材を
作成しています。教材の活用も併せてご検討ください。

◆中学生
◆検察庁見学(職場体験学習として２時間程度)

検察庁の仕事を紹介したＤＶＤの視聴、検察官の講義も併せて行いました。

◆職業体験学習
検事正室で検察官の仕事などについてインタビューを受けました。

◆正義の授業
日常起こりうる事例を元に本当に正しいことは何か、法律とは何の為に作られているかについて授業を行いました。

◆模擬裁判体験
検察官、弁護人が模擬裁判を実演し、３年生の生徒に裁判員役として証拠に基づいて有罪、無罪を考えてもらいました。

参加人数に制約はありますが、クラス単位、交代制での見学にもご相談に応じます。
学年単位、全校生徒対象の講演にも対応できますので、是非ご検討ください。

◆高校生
◆高校生模擬裁判選手権では、毎年大会前に検察官が学校に赴いて、検察官役の生徒に個別指導しました。

◆検察庁に来ていただいて職業インタビューを検察官が受け、検察庁の施設見学を行いました。

こんな授業をしました

普段会う機会の少ない検察官からの話では、テレビドラマとは違った現実の検察庁の仕事の様子をイメージすることができます。
お気軽にお問い合わせください。



◆約束をすること、守ること
(法教育推進協議会作成、

教材・指導計画・ワークシート…Word版掲載)
◆もめごとの解決と国民の司法参加・ルールづくり(〃)
◆情報化社会を生きる～情報の受け手・送り手として(〃)
◆友達同士のけんかとその解決(〃)
◆「ルールは誰のもの？～みんなで考える法教育～」
(法教育推進協議会作成冊子、Word版、PDF版掲載)
小学3.4年生向け
・友だち同士のけんかとその解決
・約束をすること、守ること
小学5.6年生向け
・もめごとの解決－国民の司法参加・ルールづくり－
・情報化社会における表現の自由と知る権利
－情報の受け手・送り手として－

◆教員
◆夏期教員研修

毎年夏休みを利用して教員を対象に次の内容により法教育研修を実施しています。
・検察官講義
・外部講師講義(家裁調査官、保護観察官など)
・検察庁見学又は関係施設の見学(鑑別所など)
・装備品展示

教員研修

◆社会人
◆社会人を対象にした次のような研修も実施しています。

・検察官講義
・検察庁見学
・公判傍聴 装備品(手錠等)の展示も行います(移動教室)

資料の紹介

◆小学生を対象とした教材

「ルールは誰のもの」

法務省のホームページから法教育のための教材をダウン
ロード できます。

データのメール添付や紙媒体の郵送による提供にも応じます。

児童・生徒に直接ご指導される先生方に対する法教育は重要であると考えており、今後は講義形式ではなく、関係機関と
連携の上、ディスカッション方式の開催も計画して、皆様のご参加をお待ちしております。

研修やセミナー、公民館での講話等、検察庁以外での開催にも対応していますので、お気軽にお問い合わせください。

こんな授業をしました



◆中学生を対象とした教材
◆裁判員制度
◆現代社会をとらえる見方や考え方ときまり・契約
(法教育推進協議会作成、教材・指導計画・ワークシート…Word版)
◆「約束」ってなんだろう???(私法分野に関する教材)(法務省法教育プロジェクトチーム作成、PDF版)
◆ルールについて考えよう(公法分野に関する教材)(〃)
◆刑事司法について考えよう～正義の実現に向けて～(刑事法分野に関する教材)
(法務省法教育プロジェクトチーム作成、PDF版)
◆正しい行動をする意思と勇気(4時間構成)(最高検察庁・法務省監修教材、PDF版)
少年２人が引き起こしたひったくり事件を題材にした４部構成による法教育授業用の資料です。授業を進めるためのシナリオ、ワークシート等を提

供しています。

◆模擬裁判をやってみよう(社会科公民的分野・2時間構成・1時間構成)(〃)
社会科公民的分野で使用される「新しい社会 公民(東京書籍)｣の「模擬裁判をやってみよう」の授業で、実際に模擬裁判を実施するための資料

です。模擬裁判を進めるためのシナリオ、ワークシート、証拠品作成キット等を提供しています。

「模擬裁判をやってみよう」

「法やﾙｰﾙって、 な

ぜ必要なんだ ろう

？～私たちと 法

～」

◆法やルールって、なぜ必要なんだろう？～私たちと法～(法教育推進協議会)
法教育の充実が盛り込まれた新学習指導要領に基づき全国の中学校を対象に調査研究を行

い作成された学校現場用の教材です。「ﾙｰﾙづくり」「私法と消費者保護」「憲法の意義」「司法」の

４教材があります。

◆経済活動を支える私法の基本的な考え方及び雇用・労働問題
(法教育推進協議会作成、教材・指導計画・ワークシート…Word及びExcel版)

◆労働と法(〃)
◆身の回りにある法律的な問題(契約・婚姻・親族・相続・不法行為)(私法分野に関する教材)(〃)
◆ルールについて考えよう(公法分野に関する教材)(〃)
◆刑事司法について考えよう～正義の実現に向けて～(刑事法分野に関する教材)

(法務省法教育プロジェクトチーム作成、PDF版)

◆高校生を対象とした教材
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